
令和５年度 公益社団法人岐阜県森林公社事業計画書 

 

総括事項 

当公社は、森林整備法人として、分収造林契約地の適正な管理業務を計画的に実施

しております。今後も森林経営計画に基づき、作業路の整備、利用間伐事業の実施に

より一層の収益増加に努めます。 

また、岐阜県の基本方針である「清流の国ぎふ」の未来を支える森林づくりに基づ

き、森林資源の造成と併せて、土砂流出防止や水源かん養など森林の持つ公益的機能

の維持増進を図ります。 

一方で、令和４年度～令和８年度の「経営改善計画」を、確実に進めるべく、職員

一丸となり経営改善に向けて取り組みます。 

白山林道管理事業については、「白山林道整備５箇年計画」（令和５年度～令和９年

度）及び「白山白川郷ホワイトロード経営改善計画」（令和５年度～令和９年度）を

着実に進め、石川県林業公社と広報活動等の連携を密に行い利用台数の増加を図りま

す。 

林業労働力対策事業については、「森のジョブステーションぎふ」として、無料職

業紹介事業のほか、セミナーや相談会の開催等による林業就業支援に取り組むととも

に、新規就業者等定着のための林業経営体への支援や、各種研修による森林技術者の

育成に取り組みます。 
 
 

１ 森林環境整備事業 

（１） 分収造林事業 

事 業 区 分 令和４年度 令和５年度 

保 育 587.28ha 464.68ha 

 

除伐 25.00ha 14.10ha 

保育間伐 74.73ha 71.51ha 

利用間伐 487.55ha 379.07ha 

作業路 33,587ｍ 29,609ｍ 

 
作業路開設 17,587ｍ 13,609ｍ 

作業路補修 16,000ｍ 16,000ｍ 

 
 
 



ア 計画的な施業の実施 

経営改善計画に基づいて、合理的な路網整備や効率的、計画的な間伐、木材生

産を行うため、属人単独の森林経営計画及び周辺の民有林と共同による公募型プ

ロポーザル方式（属地計画）による施業を進めます。 

 

イ 事業の適正実施 

事業の実施については、森林整備区分を基本に事業内容や箇所を精査するとと

もに、有利な助成制度を積極的に活用します。 

また、事業の発注は、競争の原理を取り入れ、契約の透明性を確保します。 
 

ウ 長伐期施業への転換 

森林の持つ公益的機能の継続的な発揮や森林資源を有効活用するため、長伐期

施業への転換について引き続き取り組みます。 

なお、契約満了が迫っている契約地については重点的に取り組みます。 

契約期間の延長をしないと判断した契約地については、立木の処分を検討し契

約者と協議を進めます。 

 

エ 分収割合の変更 
分収割合の変更は、公社の経営健全化のために非常に重要な取り組みであり、

関係機関の協力も得ながら一層の推進を図ります。 

 

（２）家族ぐるみの森林事業 

昭和６３年度より美濃市極楽寺地内で造成中の「家族ぐるみの森林」について

は、各オーナー自身により、必要な森林整備が行えるよう情報提供及び指導を行

います。 
 

（３）県営林等整備事業 

岐阜県からの委託を受け、県営林について巡視等の管理のほか、森林整備事業

を行います。 
  



２ 白山林道管理事業 

令和 4年度に完成した「白川郷展望台」を大きく PR するとともに、自然を織

りなす雄大な景色（絶景・滝・雲海・紅葉・三方岩岳トレッキング）や、引続き

夏でも涼しさを感じてもらえるようなイベントを開催し、SNS 等の発信により特

に夏季の利用台数の増加を目指します。 

また、２年目を迎える有料区間で唯一の多目的施設「蓮如茶屋」についてはホ

ワイトロードの魅力に追加できるよう「立ち寄りたい店」としての位置付けを目

指します。多くの利用車に安全に通行してもらうため、引続き維持補修工事を実

施していきます。 
 

 事業計画一覧表 （利便性対策、管理対策、安全性対策） 

令和４年度 令和５年度 備 考 

維持補修事業    89,000 千円 

 ・ガードケーブル更新工事 

 ・除雪、舗装、安全施設工事他 

 ・白川郷展望台整備（管理道舗装・

ライブカメラ設置・記念オブジ

ェ建設等 

・蓮如茶屋整備 

維持補修事業    89,000 千円 

 ・ガードケーブル更新工事 

 ・除雪、舗装、安全施設工事他 

 ・法面保護工事 

・蓮如茶屋給水施設等保守 

 

 

 

 

３ 林業労働力対策事業 

（１）無料職業紹介 

「森のジョブステーションぎふ」として、林業就業希望者に対して就業相談の対

応等を行うとともに、無料職業紹介事業を実施します。 

 

（２）林業就業支援 

セミナーや相談会等の開催及び参加、学生への普及啓発、ホームページの充実な

どにより林業就業の促進を図ります。 

 

（３）新規就業者等定着支援 

新規就業者等定着のため、林業経営体に対して、安全講習等の受講、労働環境等

の改善などの支援を行います。 

 

（４）森林技術者育成支援 

森林技術者のキャリアに応じた各種研修を実施します。 


